
近畿日本鉄道株式会社 

 

特定経路の定期乗車券発売終了について 

 

近鉄では、令和５年７月１５日（土）をもちまして、以下の条件となる定期乗車券の発

売を終了させていただきます。 

 

１．発駅と着駅が同じとなる定期券（通称：０の字定期券） 

例：【発駅】大和高田【着駅】大和高田【経由】布施・大和西大寺・大和八木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．発駅から着駅までの経路上（両端を除く）に発駅または着駅を含む定期券（通称：６の字定期） 

例：【発駅】大阪難波【着駅】布施【経由】大和西大寺・大和八木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．以下の①～⑤の条件のうち２つ以上を経路に含む定期券。但し、③および④の２つのみに該当する

ものは除く。 

①徒歩連絡（安堂・柏原南口）、②徒歩連絡（堅下・柏原）、③徒歩連絡（王寺・新王寺） 

④徒歩連絡（田原本・西田原本）、⑤鶴橋－ＪＲ環状線－天王寺（大阪阿部野橋）連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．徒歩連絡（安堂・柏原南口）または、徒歩連絡（堅下・柏原）を含み、かつ、（A）または（B）に該

当する定期券。 

（A）「難波線」「奈良線」「京都線」「生駒線」「天理線」「橿原線」「田原本線」「けいはんな線」

「生駒鋼索線」「信貴線」「西信貴鋼索線」「大阪線」「山田線」「鳥羽線」「志摩線」「名古屋

線」「鈴鹿線」「湯の山線」のいずれかの駅（橿原神宮前駅を除く）が発着駅となるもの。 

（B）「南大阪線」「道明寺線」「長野線」「御所線」「吉野線」のいずれかの駅が発着駅となるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


